
１．制限措置の内容

船舶の数 船舶の総トン数 漁業者の数

中型まき網漁業

いわし巾着網漁業
 ５トン以上20トン未満
あじ・さばまき網漁業
 ５トン以上10トン未満

動力漁船の性能の基準（※）による 周年

瀬戸内海機船船びき網漁業
及び

機船船びき網漁業

35馬力以下又は110kW以下（ただし、
小型機船底びき網漁業との兼業船
は、15馬力以下又は48kW以下）

１月11日から12月25日まで
（ただし、２月１日から２月９日までを除く。）

小型機船底びき網漁業 15馬力以下又は48kW以下

手繰第２種漁業（えび漕網）：大阪府地先海面
手繰第３種漁業（石桁網）：大阪府地先海面
その他の小型機船底びき網漁業（板びき網）：
 大阪港大和川北防波堤灯台と明石海峡大橋
 北側橋脚中央を結んだ線以南の大阪府地先
 海面（但し、大阪南防波堤灯台と兵庫県淡路
 市常隆寺山頂上とを結んだ線以北を除く。）

囲刺網漁業

流網漁業
（つばす・すずき流網漁業）

つばす流網漁業：
 ５月１日から９月30日まで
すずき流網漁業：
 ４月１日から12月31日まで

流網漁業
（さわら流網漁業）

４月１日から12月31日まで

流網漁業
（まながつお流網漁業）

６月５日から７月１1日まで さわら流網漁業許可を有する者

刺網漁業

一枚建網漁業：周年
三枚建網漁業：周年
かに建網漁業：
 ９月10日から11月９日まで
した建網漁業：
 ５月１日から10月31日まで

袋つき建網漁業

敷網漁業

たこつぼ漁業

ひきなわ漁業 ８月１日から２月15日まで

かご漁業（あなごかご漁業） 周年
かご漁業（いかかご漁業） 第１種共同漁業権区域内 ２月15日から６月30日まで 操業区域の漁業権者の同意を得た者

地びき網漁業 大阪府地先海面 定めなし
小型定置漁業（桝網漁業） 第２種共同漁業権区域内 操業区域の漁業権者の同意を得た者

小型定置漁業 許認可方針に指定する海域 忠岡町又は岸和田市に住所を有する漁業者

潜水器漁業 第１種共同漁業権区域内

周年（以下の「産卵期」は除く。）
 ナマコ：６～８月
 アワビ：10～12月
 サザエ：６～７月
 ムラサキウニ：７～８月
 バフンウニ：１～３月
 カキ：５～６月

操業区域の漁業権者の同意を得た者

※ 「漁船法第３条第１項の規定に基づく動力漁船の性能の基準（昭和57年７月６日農林水産省告示第1091号）」

２．申請すべき期間

―

刺網漁業以外：公示日から２ヵ月間
刺網漁業   ：公示日から１ヵ月間

大阪府地先海面

大阪府地先海面

周年

周年

周年

定めなし

定めなし

10トン未満

動力漁船の性能の基準（※）による

― 定めなし

―

令和５年３月24日

漁業種類

許可又は起業の認可すべき船舶の数及び
船舶総トン数又は漁業者の数

推進機関の馬力数 操業区域 漁業時期 漁業を営む者の資格

大阪府漁業調整規則第11条第１項に基づく知事許可漁業の制限措置について

知事許可漁業の制限措置について
 漁業法（昭和24年法律第267号）第57条第１項の農林水産省令で定める漁業並びに大阪府漁業調整規則（令和２年大阪府規則第126号）第４条第１項第２号から第５号まで、第７号から第９号まで及び第11号から第15号までに規定す
る漁業について、同規則第11条第１項の規定に基づき、制限措置の内容を次のとおり定める。


